
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原判決を破棄する。

　　　　　本件を福岡高等裁判所に差戻す。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人弁護士渡辺隆治の上告理由について。

　原審は、本件家屋とその敷地がいずれも被上告人の所有に属すること、昭和二二

年七月一四日被上告人は訴外Ｄに本件家屋につき売買による所有権移転の登記をな

し、上告人は同年七月二九日訴外Ｄから本件家屋を買受け、同月三一日その旨の登

記をしたものであること、被上告人と訴外人との間の本件家屋の売買が仮装になさ

れたものであること並びに上告人は被上告人と訴外人との間の本件家屋の売買が仮

装になされたものであることを知らない善意の第三者であることを認定しているの

である。そこで、被上告人は上告人の該敷地の不法占有を理由として家屋収去、土

地明渡を訴求しているのであるが、被上告人は善意の第三者たる上告人に対しては

被上告人と前記訴外人との間の仮装売買の無効を対抗するを得ないわけであり、し

かも本件では、右売買が取毀家屋としてなされたものであるから、前記訴外人から

建物を買受けた上告人の所有は被上告人において承認しなければならぬ法律関係に

ある。それ故、被上告人が上告人の前記家屋所有のために土地賃貸借を設定するこ

とを承諾せざる場合には上告人は借地法一〇条により建物買取請求権を有するもの

といわなければならぬ。なぜならば、かゝる場合においても建物を収去破壊するよ

りは建物をその儘の状態において経済的価値を保持することは社会のために必要で

あるからである。そして上告人は本件家屋の買取を請求する旨主張していることは

原判決に示すとおりであるから、原審は上告人のこの請求につき審理すべきである

のにかかわらず、判断を遺脱した違法がある。されば本件上告はこの点においてそ

の理由があり原判決は破棄を免れない。
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　よつて民訴四〇七条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　岩　　　松　　　三　　　郎

　裁判長裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　真　　　野　　　　　　　毅
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